
 

 

    

    

 

 

＊＊日常の心がけ＊＊＊＊日常の心がけ＊＊＊＊日常の心がけ＊＊＊＊日常の心がけ＊＊（浄化槽を正しく使用しましょう）    

●ブロワー（モーター）の電源は絶対に切らないこと！●ブロワー（モーター）の電源は絶対に切らないこと！●ブロワー（モーター）の電源は絶対に切らないこと！●ブロワー（モーター）の電源は絶対に切らないこと！    
 浄化槽は、微生物を利用して浄化処理をしています。ブロワー（モーター）の電源を切っ

てしまったり、故障している状態だと浄化槽内の微生物が死滅し、機能が停止してしまいま

す。 

故障した場合は修理や交換をしましょう。故障した場合は修理や交換をしましょう。故障した場合は修理や交換をしましょう。故障した場合は修理や交換をしましょう。 
 

●洗剤●洗剤●洗剤●洗剤等を等を等を等を多量多量多量多量にににに使用使用使用使用しないしないしないしないこと！こと！こと！こと！    
 便器や風呂の掃除の際、強力な洗浄剤等を使用されると、浄化槽内の微生物が死滅してし

まいますので、絶対に使わないようにしてください。 
 

●●●●天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油等の流入過多等の流入過多等の流入過多等の流入過多ややややトイレットペーパー以外の異物トイレットペーパー以外の異物トイレットペーパー以外の異物トイレットペーパー以外の異物の流入は避けるの流入は避けるの流入は避けるの流入は避けること！こと！こと！こと！    
 台所から出る天ぷら油、残飯、調理くず等は流さないようにしてください。 

また、トイレではトイレットペーパーを使用し、水に溶けにくい紙、タバコの吸いがら、

紙おむつ等は流さないでください。 

油脂類や調理くず油脂類や調理くず油脂類や調理くず油脂類や調理くず等等等等の汚れが食器類に多くついている場合はの汚れが食器類に多くついている場合はの汚れが食器類に多くついている場合はの汚れが食器類に多くついている場合は、、、、キッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパー等で拭い等で拭い等で拭い等で拭い
てから洗うだけで、汚水処理の負荷軽減になります。てから洗うだけで、汚水処理の負荷軽減になります。てから洗うだけで、汚水処理の負荷軽減になります。てから洗うだけで、汚水処理の負荷軽減になります。    

 

●浄化槽上部に物を乗せないこと！浄化槽上部に物を乗せないこと！浄化槽上部に物を乗せないこと！浄化槽上部に物を乗せないこと！ 
 マンホールやブロワーの上には、荷物を置かないでください。 

維持管理に支障となるだけではなく、通風を妨げる等浄化効率を落とし、悪臭の原因にな悪臭の原因にな悪臭の原因にな悪臭の原因にな

りますりますりますります。 

 また、浄化槽上部のマンホールのふたは、ずれたり外れたりすると大変危険ですので、き

ちんとしめてください。特にお子様には気をつけてください。 

マンホールマンホールマンホールマンホールののののふたが破損している場合はふたが破損している場合はふたが破損している場合はふたが破損している場合は、、、、土砂や雨水が流入する可能性もありますので、土砂や雨水が流入する可能性もありますので、土砂や雨水が流入する可能性もありますので、土砂や雨水が流入する可能性もありますので、
早急に交換しましょう早急に交換しましょう早急に交換しましょう早急に交換しましょう。。。。 

    

＊＊定期的に必要なこと＊＊＊＊定期的に必要なこと＊＊＊＊定期的に必要なこと＊＊＊＊定期的に必要なこと＊＊ 
●定期的な維持管理を行いましょう！●定期的な維持管理を行いましょう！●定期的な維持管理を行いましょう！●定期的な維持管理を行いましょう！    

保守点検、清掃、法定検査は、浄化槽管理者（設置者）により定期的に行うことが法律に

よって義務づけられています。 

 ⇒⇒⇒⇒裏面参照裏面参照裏面参照裏面参照。。。。    

    

＊＊＊＊＊＊＊＊増改築等の増改築等の増改築等の増改築等の注意点注意点注意点注意点＊＊＊＊＊＊＊＊    
●増改築等を行う場合は浄化槽の人槽を考慮しましょう！●増改築等を行う場合は浄化槽の人槽を考慮しましょう！●増改築等を行う場合は浄化槽の人槽を考慮しましょう！●増改築等を行う場合は浄化槽の人槽を考慮しましょう！    

増改築の工事内容によっては、浄化槽の処理能力不足になり、大きい浄化槽への付替え等

が必要になる場合がありますので、事前に相談してください。 

 

【【【【問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先】】】】    

○ 浄化槽に係る各種手続きと適正管理については、生活環境生活環境生活環境生活環境課課課課（（（（����０８４８０８４８０８４８０８４８－－－－６７６７６７６７－－－－６１６６１６６１６６１６８８８８））））

にご連絡下さい。 

○ 浄化槽に関する情報は，県の環境情報サイト「eco（エコ）ひろしま」にも掲載しています。 

                                                            � 
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◎◎◎◎    浄化槽は定期的な浄化槽は定期的な浄化槽は定期的な浄化槽は定期的な保守点検が必要です。保守点検が必要です。保守点検が必要です。保守点検が必要です。    
浄化槽が正しく機能しているかどうかを点検し、良好な状態を維持するため、浄化槽は定期的に保守点

検する必要があります。 

浄化槽の管理者（設置者）は、県の登録を受けた保守点検業者に保守点検を依頼しましょう。 

◎◎◎◎    保守点検の回数は保守点検の回数は保守点検の回数は保守点検の回数は、、、、国で基準を定めています。国で基準を定めています。国で基準を定めています。国で基準を定めています。    
☆☆☆☆    合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽（（（（しししし尿尿尿尿とととと雑排水雑排水雑排水雑排水をあわせてをあわせてをあわせてをあわせて処理処理処理処理するするするする浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽））））    

処理方法 浄化槽の種類 保守点検の回数 

分離接触ばっ気方式 
嫌気ろ床接触ばっ気方式 
又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 

１ 処理対象人員が20人以下の浄化槽 ４か月間 

左の期間に
それぞれ 
１回以上 

２ 処理対象人員が21人以上50人 
以下の浄化槽 

３か月間 

活 性 汚 泥 方 式  １週間 

回 転 板 接 触 方 式 
接 触 ば っ 気 方 式 
又は散水ろ床方式 

１ 砂ろ過装置、活性炭吸着装置 
  又は凝集槽を有する浄化槽 

１週間 

２ スクリーン及び流量調整タンク 
  又は流量調整槽を有する浄化槽 

（１に掲げるものを除く） 

２週間 

３ １及び２に掲げるもの以外の浄化槽 ３か月間 
 

☆☆☆☆    単独処理浄化槽単独処理浄化槽単独処理浄化槽単独処理浄化槽（（（（しししし尿尿尿尿だけをだけをだけをだけを処理処理処理処理するするするする浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽））））    

処理方法 浄化槽の種類 保守点検の回数 

全 ば っ 気 方 式 

１ 処理対象人員が20人以下の浄化槽 ３か月間 

左の期間に
それぞれ 
１回以上 

２ 処理対象人員が21人以上300人 
以下の浄化槽 

２か月間 

３ 処理対象人員が301人以上の浄化槽 １か月間 

分離接触ばっ気方式 
分 離 ば っ 気 方 式 
又は単純ばっ気方式 

１ 処理対象人員が20人以下の浄化槽 ４か月間 
２ 処理対象人員が21人以上300人 

以下の浄化槽 
３か月間 

３ 処理対象人員が301人以上の浄化槽 ２か月間 
散 水 ろ 床 方 式 
平 面 酸 化 床 方 式 
又は地下砂ろ過方式 

 
６か月間 

 

 

◎◎◎◎    浄化槽は毎年１回の清掃が必要浄化槽は毎年１回の清掃が必要浄化槽は毎年１回の清掃が必要浄化槽は毎年１回の清掃が必要です。です。です。です。    
（全ばっ気方式の場合は（全ばっ気方式の場合は（全ばっ気方式の場合は（全ばっ気方式の場合は、、、、おおむねおおむねおおむねおおむね６か月ごとに１回以上）６か月ごとに１回以上）６か月ごとに１回以上）６か月ごとに１回以上）    

浄化槽は、定期的に清掃する必要があります。 

管理者（設置者）は、市の許可を受けた清掃業者に浄化槽の清掃を依頼しましょう。 

 

 

◎◎◎◎    浄化槽は年１回の法定検査が必要です。浄化槽は年１回の法定検査が必要です。浄化槽は年１回の法定検査が必要です。浄化槽は年１回の法定検査が必要です。    
浄化槽は、保守点検や清掃のほか、年１回の法定検査（水質に関する定期検査【１１条検査】）を受ける

必要があります。また、浄化槽を新設した場合には、使用を開始して３か月を経過した日から５か月間に

法定検査（設置後の水質検査【７条検査】）を受けなければいけません。 

管理者（設置者）は、指定検査機関による浄化槽の法定検査を受けましょう。 

①①①①保守点検保守点検保守点検保守点検    

②②②②清清清清        掃掃掃掃    

③③③③法定検査法定検査法定検査法定検査    
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